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第７章 誘導区域における低未利用土地活用 

本市においては、空き家・空き地の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市の

スポンジ化」が進行しており、この状況が続くことで生活利便性の低下、治安・景観の悪化、地域の

魅力の低下等を招き、持続可能なまちづくりを進める上で支障となるおそれがあります。そのため、

都市のスポンジ化対策が必要となっています。 

 

１．低未利用土地の分布状況 
居住誘導区域および都市機能誘導区域内には多くの空き家・空き地が分布しています。特に長洲

地区に空き家が密集しており、居住不可能な状態のものも多くあります。四日市・駅川地区には、

高度利用されていない平面駐車場として利用されている土地が見られます。 

また、全体的に小規模な低未利用土地が多く、都市のスポンジ化の進行による居住環境の悪化が

懸念されます。 

 
 
 
 
 

  

図 低未利用土地（空き家・空き地）の分布状況 

 
出典：都市計画基礎調査（2021） 
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２．低未利用土地の有効活用 
都市のスポンジ化対策として、居住誘導区域内の低未利用土地の有効活用に向けて、当該土地の

地権者に有効利用や適正な管理を促すため、「低未利用土地の利用および管理に関する指針」を定め

ます。また、必要に応じて、低未利用土地権利設定等促進計画等の制度活用や空間再編賑わい創出

事業の導入について検討します。 

 

（１）低未利用土地の利用および管理に関する指針 
「宇佐市空家等対策計画」を踏まえ、「低未利用土地の利用および管理に関する指針」を以下のと

おり定めます。 

 

 

■対象区域 

都市機能誘導区域および居住誘導区域 

 

■利用指針 

・都市機能誘導区域においては、誘導施設の立地や賑わいを創出する広場としての利用を推

奨する。 

・居住誘導区域においては、既存住宅の再生や良好な住環境形成のための敷地統合等による

利用のほか、地域コミュニティの維持・形成を図るための施設や広場としての利用を推奨

する。 

 

■管理指針 

・所有者は、空き家について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理すると

ともに、犯罪等を抑止するため、定期的に建物等を確認・清掃し、不具合を発見した場合

は、適切な措置を講じること。 

・所有者は、空き地について、害虫の発生や不法投棄等を予防するため、定期的な除草等必

要な措置を講じること。 
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（２）低未利用土地権利設定等促進計画 
「低未利用土地権利設定等促進計画」は、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定すること

で集約し、柔軟な土地活用を促すための計画制度です。必要に応じて活用を検討します。 

 

出典：国土交通省資料（2022時点） 

（３）立地誘導促進施設協定 
「立地誘導促進施設協定」は、地域コミュニティ等が、共同で空き地・空き家等の低未利用地を

活用し、空間・施設を整備・管理していくために締結できる協定制度です。必要に応じて活用を検

討します。 

 

出典：国土交通省資料（2022時点）  
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（４）空間再編賑わい創出事業 
「空間再編賑わい創出事業」は、都市機能誘導区域の区域内に「誘導施設整備区」を定めて、

その区域に空き地等を集約し、医療・福祉・商業等の誘導施設の整備を図る事業です。必要に応

じて導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料（2022時点） 


